
 
 

   売 払 契 約 書 
 

 

売払契約名 使用済小型電子機器等売り払い 

 

 

売払品名 市が回収した仕様書に定める使用済小型電子機器等 

履行場所 仕様書のとおり 

履行期間 令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

契約金額 
使用済小型電子機器等１キログラムにつき   ￥     円 

 （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額     ￥     円） 

契約保証金  

 
 

上記の売払契約について、売払人と買取人は、各々対等な立場における合意に基づ

いて、次の条項により契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 

この契約の成立を証するため、本書２通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自１

通を保有する。 

 

 令和８年  月  日 

 

売払人   住 所 堺市堺区南瓦町３番１号 

名 称 堺  市 

代表者 堺市長  永藤 英機 

 

 

買取人   住 所  

名 称  

代表者  

  

（案） 



 

（総  則）  

第１条  売払人及び買取人は、この契約書、別紙仕様書その他の関係書類（以下これら

を「契約書類」という。）に基づき、日本国の法令を遵守し、信義に従い誠実にこれ

を履行しなければならない。  

２  この契約の履行に関して売払人と買取人との間で用いる言語は、日本語とする。  

３  この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。  

４  この契約の履行に関して売払人と買取人との間で用いる計量単位は、契約書類に

特別の定めがある場合を除き、計量法（平成４年法律第５１号）に定めるところによ

るものとする。  

（管轄の合意）  

第２条  この契約に関する争訟の提起、申立て等は、売払人の所在地を管轄する裁判所

に行うものとする。  

（契約保証金）  

第３条  買取人は、この契約の締結と同時に、現金又は国債、地方債その他の有価証券

で売払人が確実と認めるものにより、契約保証金を納付しなければならない。ただ

し、売払人がその必要がないと認めたときは、買取人は契約保証金の納付を免除され

る。  

２  前項の規定により契約保証金を納付した場合、本契約で規定される場合を除き、当

該契約保証金は、この契約に基づく売払人の検収が完了し、買取人が売払代金を完納

したときに返還する。  

３  契約保証金には利子を付さない。  

（売払代金の納付）  

第４条  買取人は、売払代金を月ごとに売払人が発行する納入通知書兼領収書により

定められた納付期日までに売払人に納付しなければならない。  

２  売払代金は、契約単価に１ヶ月分の引取合計重量（買取人のトラックスケールで計

量し、売払人に提出する計量票で、単位重量未満の量があるときはこれを単位重量と

みなして算定した量）を乗じて算出した金額（円未満の端数があるときは、その端数

は切り捨てる。）とする。  

３  売払人は、契約書類に特別の定めがある場合を除き、買取人が売払物品の引取を完

了し、売払人が検収を行ったうえで前項の納入通知書兼領収書を月ごとに発行する。 

（所有権の移転）  

第５条  売払物品は、現状有姿のままとし、その所有権は、買取人が売払物品を引取っ

たときに売払人より買取人に移るものとする。  

（売払物品の引取等）  

第６条  買取人は、売払人から引取日時の指定等があった場合を除き、売払物品を引取

ろうとするときは、あらかじめ、売払人にその旨を通知しなければならない。  

２  買取人は、売払人が特に承認した場合を除き、売払人から指定された引取日時まで

に売払物品の引取を完了しないときは、売払人の都合により売払人が売払物品を処

分することがあっても、異議の申立ができない。  

３  前項の場合において、買取人は売払物品相当額の返還、その他いかなる請求もで

きない。  

（契約不適合責任）  

第７条  買取人は、売払物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないこ

と（以下「契約不適合」という。）を引取時以降に発見しても、当該契約不適合を理

由とした履行の追完の請求、売払代金の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解除

をすることができない。ただし、売払物品の引取時とは、買取人が管理を行う運搬車

両に売払物品の積み込み等を完了した時点とする。  



 

（権利義務の譲渡等）  

第８条  買取人は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、

又はその権利を担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、売払人の承諾

を得た場合は、この限りでない。  

（危険負担）  

第９条  売払物品が、売払物品の引取時以降において、売払人の責に帰すことができな

い理由により滅失又は毀損した場合の危険は、すべて買取人が負担するものとする。 

（再資源化事業計画等の提出）  

第１０条  買取人は、契約締結後、直ちに国の認定を受けた再資源化事業計画（以下「再

資源化事業計画」という。）及び仕様書に定める書類を作成し、売払人に提出するも

のとする。ただし、売払人においてその必要がないと認めるものについては、この限

りでない。  

 （立会・報告）  

第１１条  売払人は、必要があると認めるときは、この契約の履行に立ち会い、又は買

取人に対し報告を求めることができる。この場合において、売払人は、契約の履行が

適正でないと認めるときは、その補正を求めることができる。  

２  受注者は、この契約の履行に当たり、特に重大な事故又は不祥事案が発生した場合

は、速やかに発注者に報告しなければならない。  

 （秘密の保持）  

第１２条  買取人は、この契約の履行に関し、知り得た事項について、その取扱い及び

管理を適切に行うために必要な措置を講ずるとともに秘密の保持に努め、当該事項

を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、また

同様とする。  

（履行期間の延長）  

第１３条  買取人は、天災その他の不可抗力、又はその他買取人の責めに帰すことがで

きない理由により履行期間内に売払物品の引取を完了することができないときは、

売払人に対して遅滞なくその理由を明らかにした書面により履行期間の延長を求め

ることができる。この場合における延長日数は、売払人と買取人とが協議して書面に

より定める。  

（履行遅滞の場合における遅滞金等）  

第１４条  買取人の責めに帰する事由により、頭書の履行期間内に売払物品の引取を

完了しないときは、売払人は、買取人からの書面による申し出により、遅滞金を徴収

することを条件に履行期間の延長を承認することができる。  

２  前項に規定する遅滞金の額は、遅滞日数１日に付き頭書の金額（単価契約にあって

は予定総額）に対し当該契約締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する

法律（昭和２４年法律第２５６号）第８条第１項の率（以下「支払遅延防止法の率」

という。）で計算した額とする。  

３  前項に規定する遅滞金の納付は、納入通知書兼領収書により指定された期日まで

に完納しなければならない。  

（契約の解除）  

第１５条  売払人は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することがで

きる。  

(１ ) 買取人が指定期限内に売払代金を完納しないとき。  

(２ ) 買取人が履行期間内に売払物品の引取を開始しないとき。  

(３ ) 買取人に本契約に関する義務履行の意思がないと認められたとき。  

(４ ) 買取人の責めに帰すべき事由によって売払物品の引取が不能となったとき。  

(５ ) 買取人が次のいずれかに該当するとき。  



 

ア  役員等（買取人が個人である場合にはその者を、買取人が法人である場合に

はその役員又はその支店若しくは事務所の代表者をいう。以下この号において

同じ。）が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

７７号。以下「暴力団対策法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員（以

下この号において「暴力団員」という。）であると認められるとき。  

イ  暴力団（暴力団対策法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下この号に

おいて同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 

ウ  役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損

害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められ

るとき。  

エ  役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与す

るなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与し

ていると認められるとき。  

オ  役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している

と認められるとき。  

２  買取人は前項の規定により契約が解除されたときは、契約金額（単価契約にあって

は予定総額）の１ /１０に相当する額を違約金として売払人の指定した期限までに納

付しなければならない。  

３  売払人は第１項の規程により契約を解除したときにおいて、買取人が納入した契

約保証金があるときは、これを返還する。ただし、当該返還金に利息は付さない。  

（返還金の相殺）  

第１６条  売払人は、前条第３項の規定により契約保証金を返還する場合において、買

取人が遅滞金又は違約金を売払人に支払うべき義務があるときは、返還する契約保

証金の全部又は一部と相殺することができる。  

（個人情報の保護）  

第１７条  買取人は、この契約の履行に当たり、個人情報を取り扱う際には、個人情報

の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号。以下｢法｣という。）を遵守し、同法

第６６条第２項の個人情報取扱事務の買取人として、個人情報の保護の重要性を認

識し、個人の権利利益を侵害することのないよう適正に取り扱わなければならない。 

２  買取人は、売払物品の運搬及び再資源化に際し、適切な個人情報保護対策を講ずる

こと。  

３  買取人は、売払物品のうち個人情報が含まれると思われる部品については、物理的

に破壊するなど必要な措置を講じなければならない。  

（契約外の事項）  

第１８条  この契約書に定めのない事項については、必要に応じて売払人と買取人と

が協議して定める。  

 

 

 

 


